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■ 動物を飼うときには、永く共に生活できるかをしっか
り判断しましょう
　	　動物を飼い始めるときには、責任をもって共に生活
できるか慎重に判断しなければなりません。
　	　他人に迷惑をかけることのないように、しつけや訓
練を施すことが大切です。無責任な飼育は、人にも動
物にも不幸な結果をもたらすことになるので絶対にや
めましょう。
　	　やむを得ず飼うことができなくなった場合は、責任
をもって新しい飼い主を見つけましょう。

■動物の将来についても十分考えましょう
　	　野良犬や野良猫は、飼い主が捨てた結果であり、不
必要な繁殖により生まれたともいえます。繁殖を希望
しない飼い主は、避妊・去勢などが大切です。その場
合は獣医師にご相談ください。

■気持ちよく生活するためにマナーを守りましょう
　	　飼い主は散歩中の糞は必ず持ち帰り、犬小屋の周囲
も清潔にしましょう。また、ムダ吠えなど犬へのスト
レスを減らすためにも、散歩やしつけをしましょう。

【お問い合わせ先】
　町民課生活環境係　☎２－２４５３

　平成30年度の保険料率改定について、平成30年３月
分（５月１日納付期限分）より健康保険料率は10.25％
（＋0.03％）、介護保険料率は1.57％（－0.08％）とな
ります。健康保険料率の引き上げに関しまして、何卒ご
理解をいただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部
　☎011－726－0352（代表）

　今までは、町女性協のご協力も得て、年４回の実施をし
て来ましたが、それに加えて役場庁舎にて平日開庁時間内
の無料で回収いたします。詳細は下記の通りです。
１．引取場所　　長万部役場庁舎町民課窓口
２．引取時間　　役場庁舎平日開庁時間（８：30～17：15）
３．引取品目
　　　衣　類：Ｔシャツ　スーツ　トレーナー　子供服
　　　　　　　ズボン　靴下　スカート　帽子　Ｙシャツ
　　　　　　　ネクタイ　下着　スカーフ　コート
　　　　　　　マフラー　ジャンパー　ジャージ
　　　　　　　スキーウエア　和服
　　　古布類：タオル　タオルケット　バスタオル
　　　　　　　シーツ　靴　バッグ　毛布
４．引取できないもの
　　　濡れているもの　破れや穴の空いているもの
　　　布団　じゅうたん　汚れているもの　
　　　臭いのするもの　枕　カビの発生しているもの

※	燃やすゴミとして処理されていたものが、リユース・ルサ
イクルされます。ゴミの減量化へのご協力をお願い致します。
※	会館等で行われていた従来の無料回収も引き続き実施します。

　物置の整理や引っ越しでゴミが大量に出たが「清掃セン
ター等へ運搬するトラックがない」…そんな時には一般廃
棄物処理業（収集運搬）の許可業者にご相談ください。
　なお、日常のゴミの収集とは取り扱いが異なりますので、
各社で定めた収集運搬料金が別途かかります。

許可業者・団体名 住　所 電話番号
㈲青木清掃 富 野 ２－３０８６
NPO法人長万部町緑と樹を愛する会 平 里 ２－６６３４
長万部町高齢者事業団 高 砂 町 ２－２８２４
㈲かもめ商興（産廃も可） 静 狩 ６－２３１４
㈲光銭商店 大 町 ２－２３２６
斎藤商店 国 縫 ５－２３１３
㈱帝都建設　長万部支店 国 縫 ５－２２１１
道南資源 温 泉 町 ２－５２１０
㈱堀川清掃（し尿くみ取りも可） 富 野 ２－２４６６
㈲松岡清掃 高 砂 町 ２－２７１６
㈲山瀬清掃 富 野 ２－３２０１
㈲緑土産業 南 栄 町 ２－２１８８
㈱森興業（産廃も可） 温 泉 町 ２－３３７８
㈲赤塚商会 元 町 ２－２６０３

《平成30年４月１日現在／変更になる場合があります》
【お問い合わせ先】
　町民課生活環境係　☎２－２４５３

動物を飼っているみなさんへ動物を飼っているみなさんへ動物を飼っているみなさんへ衣料等の無料回収を平日でも行います

突発的に大量ゴミが出たときには

 収集運搬許可業者へ依頼を！

突発的に大量ゴミが出たときには

 収集運搬許可業者へ依頼を！

突発的に大量ゴミが出たときには

 収集運搬許可業者へ依頼を！

協会けんぽ北海道支部からの
せら知お

後期高齢者医療制度のお知らせ
～　制 度 の 見 直 し に つ い て　～

保険料均等割軽減のうち、２割・５割軽減の範囲が見直しされました

保険料所得割の軽減割合が見直しされました

被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が見直しされました

１年間の保険料の賦課限度額が見直しされました

◆保険料の計算方法（平成30年度）
　● 保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。

均　等　割
【１人当たりの額】
50,205円

＋
所　得　割

【被保険者本人の所得に応じた額】
（平成29年中の所得－33万円）×10.59％

＝
１年間の保険料
【限度額62万円】

（100円未満切り捨て）

【平成29年度】 【平成30年度～】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（27万円×世帯の被保険者数） 33万円＋（27万5千円×世帯の被保険者数） ５割軽減
33万円＋（49万円×世帯の被保険者数） 33万円＋（50万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

お問い合わせ先 北海道後期高齢者医療広域連合
☎　011－290－5601

町民課　戸籍医療年金係
☎２－２４５３

【平成29年度】 【平成30年度～】
所得が次の金額以下の世帯 軽　　　減　　　割　　　合

所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 ２割軽減 軽減なし

【平成29年度】 【平成30年度～】
区　　　　分 所　得　割 均　　　　等　　　　割

被用者保険の被扶養者だった方 かかりません ７割軽減 ５割軽減

平成29年度
57万円

平成30年度
62万円

▼所得の状況により、均等割の軽減割合が９割、または8.5割に該当することがあります。

※ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額の金額が見直しされました
【平成30年３月まで】 【平成30年４月から】

区　　　　　　　　　分 食　事　療　養　標　準　負　担　額
現役並み所得・一般 １食につき360円 １食につき４60円

療養病床に入院したときの生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分の一部の金額が見直しされました
【平成30年３月まで】 【平成30年４月から】

区　　　　　　　　　分 生活療養標準負担額（居住費部分）
 医療の必要性の高い方（指定難病患者を除く） １日につき20０円 １日につき37０円


